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栃木県保健福祉部薬務課長 小林 由典  

 

 

業界団体に対する新型コロナウイルス感染症の感染防止対策徹底の周知について 

（依頼） 

 

本県の新型コロナウイルス感染症対策につきましては、日頃から特段の御理解、御協力を

いただき御礼申し上げます。 

県では、新規感染者数や全療養者数の短期間での急増、県内全域への感染拡大及び医療

提供体制への負荷が確実に高まっていることなどを総合的に勘案し、警戒度レベルを県版

ステージ４に引き上げ、県版緊急事態を宣言することとしました。 

また、本県が特措法に基づくまん延防止等重点措置の適用を受けることとなったことか

ら、本県の基本的対応方針に基づき対策を講じることとしました。 

つきましては、貴会員等に対し、別添「栃木県における警戒度レベル」について周知し

てくださいますようお願いいたします。 
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感対第 256 号  

令和３(2021)年８月５日  

 

 各関係団体等の長 様 

 

 栃木県新型コロナウイルス感染症対策本部長  

 

   業界団体に対する新型コロナウイルス感染症の感染防止対策徹底の周知について（依頼） 

 

 本県の新型コロナウイルス感染症対策につきましては、日頃から特段の御理解、御協力をいた

だき御礼申し上げます。 

本県の新規感染者数や全療養者数は短期間で急増し、感染拡大が県内全域に広がるとともに、

各指標の警戒度レベルの多くがステージ４相当となっており、危機的状況にあります。 

さらに、病床使用率は 50％が目前に迫り、医療提供体制への負荷が確実に高まっていることな

どを総合的に勘案し、本日開催した第 59回栃木県新型コロナウイルス感染症対策本部会議におい

て、警戒度レベルを県版ステージ４に引き上げ、県版緊急事態を宣言することとしました。 

また、本県が特措法に基づくまん延防止等重点措置の適用を受けることとなったことから、本

県の基本的対応方針に基づき対策を講じることとしました。 

つきましては、貴団体員等に対し、別添「栃木県における警戒度レベル」について周知してく

ださいますようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栃木県新型コロナウイルス感染症対策本部事務局 

栃木県新型コロナウイルス生活相談センター 

TEL 028-623-2826 



栃木県における警戒度レベル

警戒度レベルは県版ステージ４
県版緊急事態宣言

要請期間 令和３(2021)年８月８日(日)から８月31日(火)

• 新規感染者数及び全療養者数は短期間で急増し、感染拡大が県内全域に
広がっている

• 各指標の警戒度レベルの多くがステージ４
• 病床使用率は50％が目前に迫り、重症病症使用率も増加傾向になるなど、
医療提供体制への負荷が確実に高まっているほか、感染力が強いと言わ
れるデルタ株の陽性率が８割を超え置き換わりが急速に進んでいる



栃木県における

まん延防止等重点措置

期間

令和３（2021）年８月８日（日）
～

令和３（2021）年８月31日（火）



１４市（県内全市）
宇都宮市･足利市･栃木市･佐野市･鹿沼市･日光市･小山市･真岡市
大田原市･矢板市･那須塩原市･さくら市･那須烏山市･下野市
９町
上三川町･益子町･市貝町･芳賀町･壬生町･野木町･塩谷町･高根沢町
那須町

令和３年８月８日（日）～８月３１日（火）期 間

措置区域

国によるまん延防止等重点措置の適用を踏まえ、以下の市町を措置区域
とし、感染拡大を防止するため、新型インフルエンザ等対策特別措置法第
３１条の６及び第２４条第９項により県民等に対して要請を行うとともに、必
要な協力を働きかける。

※措置区域以外の市町(茂木町、那珂川町)においても、感染リスクを回避
する行動の徹底等を促進するため、同法第２４条第９項による要請等を行う。

実施内容
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栃木県全域

を対象とした要請等
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不要不急の帰省や旅行など、都道府県間の移動については、極力控えるようお願いしてい
る。どうしても移動が避けられない場合には、感染防止対策を徹底する。

栃木県全域

• 不要不急の外出自粛 ※外出する場合も極力家族や普段行動をともにしている人と少人数で
• 都道府県間の不要不急の移動の自粛
• マスクの着用、換気をはじめ、３密の回避や手洗いなど、基本的な感染防止対策の徹底
• 「３密」が重なる場面はもとより、「密閉」、「密集」、「密接」のそれぞれについて徹底的に
回避すること
（「会話する＝マスクする」運動（特に会食の場における適切なマスク着用）を展開）

• 感染リスクが高まる「５つの場面」での注意
• 体調が悪い場合は、仕事は休む
• 施設に応じた感染防止対策の徹底が行われていない場所への外出を避ける
• 外出時は、感染のリスクを避ける行動をとる
• ハイリスク者（高齢者、基礎疾患を有する方）は上記取組を特に徹底する
• ワクチン接種者も上記取組を行う

【来県を検討している皆様への協力依頼】

協力依頼
内容

●県民に対する協力要請①【特措法第24条第９項】 ※まん延防止等重点措置適用に伴う、
新たな協力要請は下線部
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（特に飲食の際は）
• 感染防止対策が徹底されていない飲食店等や営業時間短縮の要請に応じていない飲食店等の
利用を控える【特措法第24条第９項】

• 営業時間の短縮を要請した時間以降、飲食店等にみだりに出入りしない
• 飲食店等の利用の際には、飲食店等が実施している感染防止対策に協力する【特措法第24条第９項】
• 5人以上の飲食・飲酒やパーティー及びこれに類するものについては自粛する【特措法第24条第９項】
• 4人以下であっても、普段会わない人との長時間又は酒類を伴う飲食は慎重に判断を【特措法第24条第９項】

• 路上・公園等における集団での飲酒など、感染リスクが高い行動を控える【特措法第24条第９項】

「会話する＝マスクする」運動（特に会食の場における適切なマスク着用）を展開

栃木県全域●県民に対する協力要請② ※まん延防止等重点措置適用に伴う、新たな協力要請は下線部
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措置区域：特措法第31条の６第２項
措置区域以外：特措法第24条第９項【 】



• 業種ごとの感染拡大予防ガイドラインの徹底や「会話する＝マスクする」運動への参加等、
感染拡大防止のための適切な取組の実施【特措法第24条第９項】
特に、職場での「居場所の切り替わり」（休憩室、更衣室、喫煙室等）に注意

• 職場関係の５人以上の会食を控える【特措法第24条第９項】
• 「新型コロナ感染防止対策取組宣言」の実施【特措法第24条第９項】
• テレワークの更なる推進や出勤が必要な場合もローテーション勤務を更に徹底すること等により、
「出勤者数の７割削減」を目指す【協力依頼】

• その他、まん延を防止するために必要な措置の実施【措置区域:特措法第31条の６第１項、措置区域以外:特措法第24条第９項】

栃木県全域●事業者に対する協力要請

・従業員への検査推奨 ・入場者の整理・誘導 ・発熱その他の症状のある者の入場の禁止
・手指消毒設備の設置 ・事業を行う場所の消毒 ・マスク着用その他感染防止に関する措置の周知
・正当な理由なくマスク着用等の感染防止措置を講じない者の入場の禁止 （すでに入場している者の退場も含む）
・施設の換気を行う
・アクリル板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等の飛沫感染防止に効果のある措置を講じる
・新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）及びとちまる安心通知の利用を呼びかける
・同一グループの入店は、原則４人以内
・滞在時間の制限（２時間程度を目安）などにより同時に多数の人が集まらないようにする
・店内では大声での会話を避けるよう注意喚起を行う（会話する＝マスクする）

※まん延防止等重点措置適用に伴う、新たな協力要請は下線部
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●イベントの開催についての要請【特措法第24条第９項】

【人数上限等】

※１収容定員が設定されていない場合は、密が発生しない程度の間隔（最低限人と人が接触しない程度の間隔）を空ける。
※２異なるグループ又は個人間では座席を１席は空け、同一グループ内（家族等の日頃行動を共にするグループ。５人以内に限る。）では座席間隔を設けなく

ともよい。このため、収容率は50％を超える場合がある。
※３収容定員が設定されていない場合は、十分な人と人との間隔（1ｍ）を要する。
※４無観客で開催される場合は、開催時間短縮の対象とならない。

• 全てのイベントにおいて「イベント開催時の必要な感染防止策」（別紙）を主催者が徹底するとともに、参加者も十分理解すること
• イベント関連施設及びイベントを開催する場合がある施設への協力依頼を踏まえた感染防止対策に取り組むこと
• 全国的な移動を伴うイベント又は参加者が1,000人を超えるイベントについては、事前に県の所管課に相談の上、感染状況やイベントの態
様等から適切に判断すること

• ８月８日までに販売されたチケットは、上記要件は適用せず、キャンセル不要とする。ただし、８月９日以降は上記要件を満たさないチ
ケットの新規販売を停止すること。また、８月９日以降に販売開始されるものは、上記要件を全て満たすこと

【留意事項】

収容率 人数上限 開催時間

大声での歓声、声援等がない
ことを前提としうる場合 100％以内※１

5,000人以下 21時まで※４
大声での歓声、声援等が想定
される場合 50％以内※2､3

○収容率又は人数上限のいずれか小さい方を限度とする。

6
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措置区域

7

宇都宮市･足利市･栃木市･佐野市･鹿沼市･日光市･小山市･真岡市
大田原市･矢板市･那須塩原市･さくら市･那須烏山市･下野市

１４市（県内全市）

９町
上三川町･益子町･市貝町・芳賀町･壬生町･野木町･塩谷町･高根沢町
那須町



●飲食店等への要請
食品衛生法上における飲食店営業許可を受けている店舗
〔飲食店〕飲食店（居酒屋を含む）、喫茶店等（宅配・テイクアウトサービスを除く）
〔遊興施設〕キャバレー、カラオケボックス等
〔結婚式場〕結婚式場（※２）

対象施設
※１

• 営業時間は５時から２０時までとする。【特措法第31条の６第１項】
• 酒類の提供(利用者による酒類の店内持込みを含む)を行わない。【特措法第31条の６第１項】
• 飲食を主として業としている店舗等では、カラオケ設備の利用を行わない。【特措法第31条の６第１項】
• 業種別ガイドラインを遵守する。【特措法第24条第９項】
• その他、まん延を防止するために必要な措置の実施【特措法第31条の６第１項】

・従業員への検査推奨 ・入場者の整理・誘導 ・発熱その他の症状のある者の入場の禁止
・手指消毒設備の設置 ・事業を行う場所の消毒 ・マスク着用その他感染防止に関する措置の周知
・正当な理由なくマスク着用等の感染防止措置を講じない者の入場の禁止（すでに入場している者の退場も含む）
・施設の換気を行う
・アクリル板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等の飛沫感染防止に効果のある措置を講じる
・新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）及びとちまる安心通知の利用を呼びかける
・同一グループの入店は、原則４人以内
・滞在時間の制限（２時間程度を目安）などにより同時に多数の人が集まらないようにする
・店内では大声での会話を避けるよう注意喚起を行う（会話する＝マスクする）

要請内容

※営業時間短縮の要請にご協力いただいた事業者には、協力金を支給

※１ネットカフェ、マンガ喫茶等、夜間の長時間滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は対象外とする。
※２結婚式をホテル又は旅館（集会の用に供する部分に限る）で行う場合も同様の条件を求める。 8

措置区域

要請内容への協力状況については実地により確認する。



施設の種類 内訳（施設の例）
要請・協力依頼内容

1,000㎡超 1,000㎡以下

劇場等 劇場、観覧場、演芸場、映画
館など

＜営業時間＞
５時から20時まで(イベント開催時は

21時まで)とする【特措法第24条第９項】
※映画館については21時まで

＜収容人数＞
「イベントの開催についての要請」の

人数上限等と同基準とする【特措法第24
条第９項】

＜その他＞
・酒類の提供(利用者による持込み含む)
を自粛【特措法第24条第９項】
・カラオケ設備の利用を自粛【協力依頼】
・入場整理等を徹底し、その旨をHP等
により周知【協力依頼】

＜営業時間＞
５時から20時まで(イベント開催時は

21時まで)とする【協力依頼】
※映画館については21時まで

＜収容人数＞
「イベントの開催についての要請」の

人数上限等と同基準とする【協力依頼】

＜その他＞
・酒類の提供(利用者による持込み含む)
を自粛【協力依頼】
・カラオケ設備の利用を自粛【協力依頼】
・入場整理等を徹底し、その旨をHP等
により周知【協力依頼】

集会場・展示場
集会場、公会堂、展示場、貸
会議室、文化会館、多目的
ホール

ホテル・旅館 ホテル又は旅館（集会の用に
供する部分に限る）

運動施設
遊技施設

体育館、水泳場、ボウリング
場、スポーツクラブ など

博物館等 博物館、美術館 など

●飲食店等以外の施設への要請・協力依頼
（Ⅰ）イベント関連施設（Ⅱ）イベントを開催する場合がある施設

※営業時間短縮の要請にご協力いただ
いた事業者には、協力金を支給

措置区域
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1,000㎡以下については、
法に基づかない働きかけ



施設の種類 内訳（施設の例）
要請・協力依頼内容

1,000㎡超 1,000㎡以下

商業施設

大規模小売店、ショッピングセ
ンター、百貨店など物品販売業
を営む店舗
（生活必需物資を除く） <営業時間>

５時から２０時までとする【特措法第24
条第９項】

＜その他＞
・酒類の提供(利用者による持込み含む)
を自粛【特措法第24条第９項】
・カラオケ設備の利用を自粛【協力依頼】
・入場整理等を徹底し、その旨をHP等
により周知【協力依頼】

＜営業時間＞
５時から２０時までとする【協力依頼】

＜その他＞
・酒類の提供(利用者による持込み含む)
を自粛【協力依頼】

・カラオケ設備の利用を自粛【協力依頼】
・入場整理等を徹底し、その旨をHP等
により周知【協力依頼】

遊技施設 マージャン店、パチンコ店、
ゲームセンター など

遊興施設 性風俗店、個室ビデオ店、ライ
ブハウス など

サービス業
エステサロン、ネイルサロン
など
（生活必需サービスを除く）

●飲食店等以外の施設への要請・協力依頼
（Ⅲ）参加者が自由に移動でき、入場整理等が推奨される施設

※営業時間短縮の要請にご協力いただ
いた事業者には、協力金を支給

措置区域
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1,000㎡以下については、
法に基づかない働きかけ



措置区域以外

11

茂木町・那珂川町

２町



●飲食店等への要請

要請内容

• 営業時間は５時から２０時までとする。【特措法第24条第９項】
• 酒類の提供は１１時から１９時までとする。【特措法第24条第９項】
• 業種別ガイドラインを遵守する。【特措法第24条第９項】
• その他、まん延を防止するために必要な措置の実施【特措法第24条第9項】

・従業員への検査推奨 ・入場者の整理・誘導 ・発熱その他の症状のある者の入場の禁止
・手指消毒設備の設置 ・事業を行う場所の消毒 ・マスク着用その他感染防止に関する措置の周知
・正当な理由なくマスク着用等の感染防止措置を講じない者の入場の禁止（すでに入場している者の退場も含む）
・施設の換気を行う
・アクリル板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等の飛沫感染防止に効果のある措置を講じる
・新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）及びとちまる安心通知の利用を呼びかける
・同一グループの入店は、原則４人以内
・滞在時間の制限（２時間程度を目安）などにより同時に多数の人が集まらないようにする
・店内では大声での会話を避けるよう注意喚起を行う（会話する＝マスクする）

措置区域以外

※営業時間短縮の要請にご協力いただいた事業者には、協力金を支給
※１ネットカフェ、マンガ喫茶等、夜間の長時間滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は対象外とする。
※２結婚式をホテル又は旅館（集会の用に供する部分に限る）で行う場合も同様の条件を求める。 12

食品衛生法上における飲食店営業許可を受けている店舗
〔飲食店〕飲食店（居酒屋を含む）、喫茶店等（宅配・テイクアウトサービスを除く）
〔遊興施設〕キャバレー、カラオケボックス等
〔結婚式場〕結婚式場（※２）

対象施設
※１



●飲食店等以外の施設への協力依頼
（Ⅰ）イベント関連施設（Ⅱ）イベントを開催する場合がある施設

措置区域以外

施設の種類 内訳（施設の例） 協力依頼内容

劇場等 劇場、観覧場、演芸場、
映画館 など

＜営業時間＞
５時から２１時までとする

＜収容人数＞
「イベントの開催についての要請」の人数上限等と同基準

とする

集会場・展示場
集会場、公会堂、展示場、貸
会議室、文化会館、多目的
ホール

ホテル・旅館 ホテル又は旅館（集会の用に
供する部分に限る）

運動施設
遊技施設

体育館、水泳場、ボウリング
場、スポーツクラブ など

博物館等 博物館、美術館 など
13

法に基づかない働きかけ



●飲食店等以外の施設への協力依頼
（Ⅲ）参加者が自由に移動でき、入場整理等が推奨される施設

措置区域以外

施設の種類 内訳（施設の例） 協力依頼内容

商業施設

大規模小売店、ショッピングセ
ンター、百貨店など物品販売業
を営む店舗
（生活必需物資を除く）

＜営業時間＞
５時から２１時までとする

遊技施設 マージャン店、パチンコ店、
ゲームセンター など

遊興施設 性風俗店、個室ビデオ店、ライ
ブハウス など

サービス業
エステサロン、ネイルサロン
など
（生活必需サービスを除く）

14

法に基づかない働きかけ



県の要請に応じ時短営業に御協力いただいた飲食店等に対して支給する協力金について、下記のとおり変更します。

【申請方法】郵送又はインターネット

【受付期間】８月12日（木）～10月15日（金） ただし、インターネットの受付は８月20日（金）から

※23市町 宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、日光市、小山市、真岡市、鹿沼市、大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、

下野市、上三川町、益子町、市貝町、芳賀町、壬生町、野木町、塩谷町、高根沢町、那須町

詳しくは、「栃木県新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金コールセンター」にお問い合わせください。
（受付時間）９時から17時まで（土日、祝日含む） （電話番号）０２８－６５１－３７０７

対象期間 対象地域
支給額

中小企業等 大企業

8/2(月)20時から8/31(火)24時までの全30日間 宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、日光市、小山市、真岡市 87万円～285万円 600万円以内

8/4(水)20時から8/31(火)24時までの全28日間
まん延防止等重点措置区域の23市町※ 82万円～270万円

560万円以内
その他地域（茂木町、那珂川町） 70万円～210万円

8/8(日)20時から8/31(火)24時までの全24日間
まん延防止等重点措置区域の23市町※ 72万円～240万円

480万円以内
その他区域（茂木町、那珂川町） 60万円～180万円

感染拡大防止営業時間短縮協力金〖第4弾〗変更 飲食店等に対する協力金



感染拡大防止営業時間短縮協力金〖第４弾〗 大規模施設等に対する協力金

県の要請に応じて下記のとおり時短営業に御協力いただいた大規模施設等に対し、協力金を支給します。

【対象期間】 ８月８日（日）20時から８月31日（火）24時までの全24日間

【対象地域】 まん延防止等重点措置区域の23市町（茂木町・那珂川町 以外の市町）

【対象施設】 県の要請に応じ営業時間の短縮に御協力いただいた飲食店以外の大規模施設及び、要請に応じた

当該施設内のテナント

【受付期間】 ９月１日(水)～10月29日(金)(予定)

【申請方法】 郵送又はインターネット

【支 給 額】 （１）大規模施設

時短営業に応じた部分の面積1,000㎡ごとに20万円 × 時短率 × 24日間

（この他に、テナント店舗数等による追加加算あり）

（２）大規模施設のテナント・出店者等

時短営業に応じた部分の面積100㎡ごとに2万円 × 時短率 × 24日間

＊時短率＝短縮した時間／本来の営業時間

詳細は、県ホームページ等により公表します。



地域企業事業継続支援金

まん延防止等重点措置に伴う飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を受け、厳しい経営状況にあ
る事業者のうち、国の月次支援金の支給対象とならない事業者に対し、事業継続支援金を支給します。

【対 象】 2021年８月の売上高が、前年又は前々年同月比で30％以上50％未満減少した

中小法人・個人事業者等

※感染拡大防止営業時間短縮協力金【第４弾】（飲食店・大規模施設等）の

支給対象となる事業者を除く

【支 給 額】 2019年又は2020年の８月の売上高 － 2021年８月の売上高

支給限度額：中小法人等 20万円

個人事業者等 10万円

【受付期間】 ９月１日(水)～11月30日(火)

【申請方法】 郵送又はインターネット

詳細は、県ホームページ等により公表します。



１ 飲食店等
施設例 措置等の内容

飲食店（居酒屋を含む）
喫茶店等
※宅配・テイクアウトサービスを除く
キャバレー
ナイトクラブ
スナック
バー（接待や遊興を伴うもの）
カラオケボックス
※食品衛生法上における飲食店営業許可を受けている店舗
結婚式場
※ホテル・旅館（集会の用に供する部分に限る）での結婚式を含む

・ネットカフェ、マンガ喫茶等、夜間の長時間滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は営業時間短縮要請の対象外

２ イベント関連施設・イベントを開催する場合がある施設
施設例 措置等の内容

劇場
観覧場
演芸場
映画館
プラネタリウム
集会場
公会堂
展示場
貸会議室
文化会館
ホテル（集会の用に供する部分に限る）
旅館（集会の用に供する部分に限る）
体育館
水泳場
ボウリング場
スケート場
ゴルフ練習場
バッティング練習場
陸上競技場
野球場
テニス場
弓道場
スポーツクラブ
ヨガスタジオ
テーマパーク
遊園地
博物館
美術館
図書館
科学館
記念館
水族館
動物園
植物園

博物館等

【措置区域】使用制限対象施設等一覧（８月８日～８月31日）

飲食店等

・営業時間短縮（５時～20時）
・酒類の提供（利用者による酒類の店内持込みを含む）
を行わない
・カラオケ設備の利用を行わない（飲食を主として業と
している店舗等）
・業種別ガイドラインを遵守する
・まん延を防止するために必要な措置の実施

遊興施設

結婚式場

劇場等
〈営業時間〉
【1,000㎡超】
５時から20時までの営業時間短縮を要請
（イベント開催時は21時まで）
※映画館については21時まで
【1,000㎡以下】
５時から20時までの営業時間短縮の協力依頼（法に基づ
かない働きかけ）
（イベント開催時は21時まで）
※映画館については21時まで

〈収容人数〉
【1,000㎡超】
「イベント開催についての要請」の人数上限等と同基準
【1,000㎡以下】
「イベント開催についての要請」の人数上限等と同基準
（法に基づかない働きかけ）

〈その他〉
【1,000㎡超】
・酒類の提供(利用者による持込み含む)を行わない（要
請）
・カラオケ設備の利用を行わない（協力依頼）
・入場整理等を徹底し、その旨をHP等により周知（協
力依頼）
【1,000㎡以下】
・酒類の提供(利用者による持込み含む)を行わない（協
力依頼）
・カラオケ設備の利用を行わない（協力依頼）
・入場整理等を徹底し、その旨をHP等により周知（協
力依頼）

集会場・
展示場

ホテル・
旅館

運動施設
遊技施設

令和３年８月５日



３ 参加者が事由に移動でき、入場整理等が推奨される施設
施設例 措置等の内容

百貨店（生活必需品売場を除く）
ショッピングセンター（生活必需品売場を除く）
ホームセンター（生活必需品売場を除く）
宝石類や金銀の販売店
住宅展示場
古物商（質屋を除く）
金券ショップ
おもちゃ屋・鉄道模型屋
囲碁・将棋盤店
DVD/ビデオショップ・レンタル
アウトドア用品・スポーツグッズ店
ゴルフショップ
土産物店
旅行代理店（店舗）
ペットショップ（ペットフード売場を除く）
ペット美容室
リラクゼーション
ネイルサロン（保健所に届け出ている理美容所は除く）
まつげエクステンション専門店
スーパー銭湯
サウナ
エステサロン（保健所に届け出ている理美容所は除く）
日焼けサロン
脱毛サロン
写真屋・フォトスタジオ
美術品販売
展望室
※生活必需品売場、生活必需サービスを除く
マージャン店
パチンコ屋
ゲームセンター
性風俗店
アダルトショップ
個室ビデオ店
射的場
ライブハウス
場外馬券場

商業施
設・サー
ビス業

〈営業時間〉
【1,000㎡超】
５時から20時までの営業時間短縮を要請
【1,000㎡以下】
５時から20時までの営業時間短縮の協力依頼（法に基づ
かない働きかけ）

〈その他〉
【1,000㎡超】
・酒類の提供(利用者による持込み含む)を行わない（要
請）
・カラオケ設備の利用を行わない（協力依頼）
・入場整理等を徹底し、その旨をHP等により周知（協
力依頼）
【1,000㎡以下】
・酒類の提供(利用者による持込み含む)を行わない（協
力依頼）
・カラオケ設備の利用を行わない（協力依頼）
・入場整理等を徹底し、その旨をHP等により周知（協
力依頼）

〔生活必需品：食品、医薬品、医療危機その他衛生用
品、再生医療等製品、燃料、農業用資機材、化粧品、家
電製品、本、文房具〕

遊技施設

遊興施設



商業施設・サービス業のうち営業時間短縮の要請をしない施設
施設例 措置等の内容

卸売市場
食料品売場（移動販売店舗を含む）
コンビニエンスストア
百貨店（生活必需品売場）
ショッピングセンター（生活必需品売場）
ホームセンター（生活必需品売場）
スーパーマーケット
農産物直売所
ガソリンスタンド
靴屋・衣料品店
雑貨屋・文房具屋
酒屋・食料品店
本屋
自転車屋
家電販売店・家具屋
花屋・園芸用品店
鍵屋
自動車販売店・カー用品店
理髪店
美容室
銭湯（公衆浴場）
郵便局
メディア
貸衣装屋
不動産屋
火葬場
質屋
獣医
修理店（時計、靴、洋服等）
ランドリー
クリーニング店
ごみ処理関係
神社
寺院
教会

生活必需
サービス
を提供す
る店舗

営業時間短縮の要請をしない

生活必需
物資販売
施設

営業時間短縮の要請をしない



１ 飲食店等
施設例 措置等の内容

飲食店（居酒屋を含む）
喫茶店等
※宅配・テイクアウトサービスを除く
キャバレー
ナイトクラブ
スナック
バー（接待や遊興を伴うもの）
カラオケボックス
※食品衛生法上における飲食店営業許可を受けている店舗
結婚式場
※ホテル・旅館（集会の用に供する部分に限る）での結婚式を含む

・ネットカフェ、マンガ喫茶等、夜間の長時間滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は営業時間短縮要請の対象外

２ イベント関連施設・イベントを開催する場合がある施設
施設例 措置等の内容

劇場
観覧場
演芸場
映画館
プラネタリウム
集会場
公会堂
展示場
貸会議室
文化会館
ホテル（集会の用に供する部分に限る）
旅館（集会の用に供する部分に限る）
体育館
水泳場
ボウリング場
スケート場
ゴルフ練習場
バッティング練習場
陸上競技場
野球場
テニス場
弓道場
スポーツクラブ
ヨガスタジオ
テーマパーク
遊園地
博物館
美術館
図書館
科学館
記念館
水族館
動物園
植物園

博物館等

【措置区域以外】使用制限対象施設等一覧（８月８日～８月31日）

飲食店等

・営業時間短縮（５時～20時）
・酒類の提供は11時～19時
・業種別ガイドラインを遵守する
・まん延を防止するために必要な措置の実施

遊興施設

結婚式場

劇場等

〈営業時間〉
５時から21時までの営業時間短縮の協力依頼（法に基づ
かない働きかけ）

〈収容人数〉
「イベント開催についての要請」の人数上限等と同基準

集会場・
展示場

ホテル・
旅館

運動施設
遊技施設

令和３年８月５日



３ 参加者が事由に移動でき、入場整理等が推奨される施設
施設例 措置等の内容

百貨店（生活必需品売場を除く）
ショッピングセンター（生活必需品売場を除く）
ホームセンター（生活必需品売場を除く）
宝石類や金銀の販売店
住宅展示場
古物商（質屋を除く）
金券ショップ
おもちゃ屋・鉄道模型屋
囲碁・将棋盤店
DVD/ビデオショップ・レンタル
アウトドア用品・スポーツグッズ店
ゴルフショップ
土産物店
旅行代理店（店舗）
ペットショップ（ペットフード売場を除く）
ペット美容室
リラクゼーション
ネイルサロン（保健所に届け出ている理美容所は除く）
まつげエクステンション専門店
スーパー銭湯
サウナ
エステサロン（保健所に届け出ている理美容所は除く）
日焼けサロン
脱毛サロン
写真屋・フォトスタジオ
美術品販売
展望室
※生活必需品売場、生活必需サービスを除く
マージャン店
パチンコ屋
ゲームセンター
性風俗店
アダルトショップ
個室ビデオ店
射的場
ライブハウス
場外馬券場

商業施
設・サー
ビス業

〈営業時間〉
５時から21時までの営業時間短縮の協力依頼（法に基づ
かない働きかけ）

〔生活必需品：食品、医薬品、医療危機その他衛生用
品、再生医療等製品、燃料、農業用資機材、化粧品、家
電製品、本、文房具〕

遊技施設

遊興施設



商業施設・サービス業のうち営業時間短縮の要請をしない施設
施設例 措置等の内容

卸売市場
食料品売場（移動販売店舗を含む）
コンビニエンスストア
百貨店（生活必需品売場）
ショッピングセンター（生活必需品売場）
ホームセンター（生活必需品売場）
スーパーマーケット
農産物直売所
ガソリンスタンド
靴屋・衣料品店
雑貨屋・文房具屋
酒屋・食料品店
本屋
自転車屋
家電販売店・家具屋
花屋・園芸用品店
鍵屋
自動車販売店・カー用品店
理髪店
美容室
銭湯（公衆浴場）
郵便局
メディア
貸衣装屋
不動産屋
火葬場
質屋
獣医
修理店（時計、靴、洋服等）
ランドリー
クリーニング店
ごみ処理関係
神社
寺院
教会

生活必需
サービス
を提供す
る店舗

営業時間短縮の要請をしない

生活必需
物資販売
施設

営業時間短縮の要請をしない


